
○矢板市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成１２年３月１７日

規則第９号

改正 平成１７年３月２５日規則第７号

平成１７年９月３０日規則第３２号

平成２０年３月３１日規則第２２号

平成２５年２月２０日規則第６号

（趣旨）

第１条 この規則は、矢板市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例（平成１２年矢

板市条例第８号。以下「条例」という。）第１１条の規定に基づき、条例の施行

について必要な事項を定めるものとする。

（認定の申請）

第２条 条例第３条の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、矢板市

在宅ねたきり老人等介護手当受給資格認定申請書（別記様式第１号）に介護保険

法（平成９年法律第１２３号）第２７条第７項の規定による認定結果通知書の写

しを添付し、市長に提出しなければならない。

（平２５規則６・一部改正）

（認定）

第３条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請にかかわる書類を審査し、

介護手当（以下「手当」という。）を支給するかどうかを決定するものとする。

２ 前項の規定により手当の支給を決定又は却下したときは、矢板市在宅ねたきり

老人等介護手当受給資格決定通知書（別記様式第２号）又は矢板市在宅ねたきり

老人等介護手当受給資格却下通知書（別記様式第３号）により当該申請者にその

旨を通知するものとする。



（変更等の届出）

第４条 手当の受給者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに矢板市在宅ね

たきり老人等介護手当受給資格（変更・喪失）届（別記様式第４号）を市長に提

出しなければならない。

（１） 住所を変更したとき。

（２） 氏名を変更したとき。

（３） 条例第１０条の規定による届出事項に該当したとき。

（現況届の提出）

第５条 受給者は、毎年度９月１５日から同月３０日までの間及び３月１５日から

同月３１日までの間に矢板市在宅ねたきり老人等介護手当受給資格現況届（別記

様式第５号）を市長に提出しなければならない。

（平２０規則２２・一部改正）

（補則）

第６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。

（矢板市高齢者等在宅福祉支援に関する条例施行規則の廃止）

２ 矢板市高齢者等在宅福祉支援に関する条例施行規則（昭和４９年矢板市規則第

２号）は、廃止する。

（経過措置）

３ この規則の施行前に附則第２項の規定による廃止前の矢板市高齢者等在宅福祉

支援に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、こ

の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。



附 則（平成１７年規則第７号）

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年規則第３２号）

この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。

附 則（平成２０年規則第２２号）

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年規則第６号）

この規則は、公布の日から施行する。













別記様式第１号（第２条関係）

（平２０規則２２・全改）

別記様式第２号（第３条関係）

（平１７規則７・一部改正）

別記様式第３号（第３条関係）

別記様式第４号（第４条関係）

（平２０規則２２・全改）

別記様式第５号（第５条関係）

（平２０規則２２・全改）


